
○浦添市消防本部自動体外式除細動器貸出事務取扱規程 

平成28年６月27日 

消防本部訓令甲第11号 

改正 令和３年７月１日消防本部訓令甲第２号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、救命体制の整備及び拡充を図るため、浦添市消防本部が管理し

ている自動体外式除細動器（以下「AED」という。）を市内で開催される各種行事の

主催者に貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（貸出しの対象） 

第２条 AEDの貸出しの対象となる行事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 市が主催又は後援する行事 

(2) 10人以上が集まり、かつ、営利を目的としない行事 

(3) その他浦添市消防長（以下「消防長」という。）が必要があると認める行事 

（貸出しの条件） 

第３条 AEDを使用する場合においては、原則として医療従事者、救急救命士又はAED

の使用に係る救急救命講習を修了した者をその会場に配置するものとする。 

（貸出しの期間） 

第４条 AEDの貸出し期間は、１回の申請につき７日以内とする。ただし、特別な理由

があると認める場合は、貸し出し期間を延長することができる。 

（貸出しの申請） 

第５条 AEDの貸出しを受けようとするもの（以下「申請者」という。）がAEDの貸出

しを受けようとする場合は、当該行事を開催する日の２週間前までに、浦添市消防

本部AED借用申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に必要な書類を添えて、

消防長に提出するものとする。 

（貸出しの承認） 

第６条 消防長は、前条の申請書が提出された場合は、速やかにその内容を審査の上

で承認の可否を決定し、浦添市消防本部AED貸出承認・不承認通知書（様式第２号）

により、申請者に通知するものとする。 

２ 消防長は、前項に規定する貸出しの承認を受けた申請者（以下「借用者」という。）

に対しては、消防長の指定する場所において、AEDを引き渡すものとする。 

（貸出し費用） 

第７条 AEDの貸出しは、無料とする。 

２ 貸出し期間中におけるAEDの運搬及び維持管理に要する経費は、借用者の負担とす



る。 

３ 前２項の規定にかかわらず、附属品の電極パッド（成人用及び小児用を含む。）

を使用した場合の新しい電極パッドへの交換は、AEDの返還後に速やかに浦添市消防

本部の責任及び負担において行うものとする。 

（管理及び使用方法） 

第８条 消防長は、借用者がAEDを借用する期間においての管理及び使用方法ついて次

に掲げる事項を遵守するように指導するものとする。 

(1) AEDを取扱説明書に基づき適切に使用すること。 

(2) AEDを処分し、又は目的外に使用しないこと。 

(3) AEDを転貸し、又は譲渡しないこと。 

（返却） 

第９条 消防長は、借用者がAEDを返却する場合は、浦添市消防本部AED返却確認書（様

式第３号）を提出させるものとする。 

（使用報告） 

第10条 消防長は、借用者が実際にAEDを使用した場合は、浦添市消防本部AED使用報

告書（様式第４号）で報告させるものとする。 

（損害の弁償） 

第11条 消防長は、借用者が故意又は過失によりAED（電極パット等の附属品も含む）

を亡失し、又は破損させた場合は、浦添市消防本部AED破損等届出書（様式第５号）

を消防長へ届出をさせるとともに、その損害を弁償させるものとする。 

（返還） 

第12条 消防長は、借用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、AEDの返

還を求めることができる。 

(1) この規程に違反した場合 

(2) 消防長が特に必要と認めた場合 

（損害賠償責任） 

第13条 消防長は、AEDの使用により生じた事故や損害に対しては、一切の責任を負わ

ない。 

附 則 

この訓令は、平成28年７月１日から施行する。 

附 則（令和３年７月１日消防本部訓令甲第２号） 

この訓令は、令和３年７月１日から施行する。 



 



 



 



 



 


